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i n f o r m a t i o n

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
無
料
交
付
期

間
が
終
了
し
ま
す

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
無
料
交
付
期

間
は
平
成
23
年
３
月
31
日
で
終
了
し
ま
す
。

※
平
成
23
年
４
月
１
日
以
降
の
住
基
カ
ー

　

ド
交
付
手
数
料
は
５
０
０
円
で
す
。

　

う
る
ま
市
へ
お
住
ま
い
の
方
は
、
窓
口

に
て
申
請
す
れ
ば
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
「
公
的
個
人
認

証
サ
ー
ビ
ス
」
の
秘
密
鍵
、
電
子
証
明
書

の
保
存
用
カ
ー
ド
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

　

申
請
に
は
官
公
署
発
行
の
有
効
期
限
内

の
顔
写
真
付
き
身
分
証
（
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
、
そ
の
他
官
公
署
が
発
行
し

た
本
人
の
写
真
が
貼
付
さ
れ
た
も
の
）
が

必
要
で
す
。

　

右
記
の
身
分
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は

交
付
の
際
に
は
照
会
書
と
健
康
保
険
証
等

に
て
申
請
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
民
課
住
民
基
本
台
帳
係
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

製
造
事
業
所
の
皆
様
へ

　

平
成
22
年
工
業
統
計
調
査
を
12
月
31
日

現
在
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、

製
造
業
を
営
む
事
業
所
を
対
象
に
行
わ

れ
、
調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体

の
行
政
施
策
の
基
礎
資
料
や
企
業
・
大
学

な
ど
で
の
研
究
資
料
、
小
・
中
・
高
等
学

校
の
教
材
な
ど
、
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
い
ま
調
査
員
が
各
事
業
所
を

訪
問
し
て
お
り
ま
す
。
お
忙
し
い
時
期
と

は
思
い
ま
す
が
、
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

自
動
車
の
不
具
合
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

国
土
交
通
省
で
は
、
迅
速
な
リ
コ
ー
ル

の
実
施
及
び
リ
コ
ー
ル
隠
し
等
の
防
止
の

た
め
、「
自
動
車
不
具
合
情
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
」
を
通
じ
て
、
皆
様
の
お
車
に
発
生
し

た
不
具
合
情
報
を
収
集
し
て
お
り
ま
す
。

【
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
受
付
】

　

☎
０
１
２
０
ー
７
４
４
ー
９
６
０

　

平
日 

午
前
９
時
30
分
～
正
午

　

午
後
１
時
～
午
後
５
時
30
分

【
自
動
音
声
受
付
】

　

☎
０
３
ー
３
５
８
０
ー
４
４
３
４

　
（
年
中
無
休
・
24
時
間
）

【
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
受
付
】

w
w

w
.m

lit.go.jp/R
J/

賃
貸
住
宅
等
小
修
繕
業
者
の
登
録
受
付

に
つ
い
て

　

平
成
23
・
24
年
度
に
沖
縄
県
住
宅
供
給

公
社
が
発
注
す
る
う
る
ま
市
営
住
宅
等
の

小
修
繕
な
ら
び
に
保
守
点
検
業
務
等
の
競

争
入
札
等
に
参
加
を
希
望
す
る
者
の
登
録

申
請
を
次
の
通
り
受
付
け
ま
す
。

【
申
請
書
等
の
配
布
】

１
月
24
日
（
月
）
～
１
月
28
日
（
金
）

【
配
布
場
所
】

・
与
那
城
庁
舎 

建
築
工
事
課

・
住
宅
供
給
公
社 

管
理
部
施
設
整
備
課

【
受
付
期
間
】

１
月
31
日
（
月
）
～
２
月
４
日
（
金
）

【
受
付
場
所
】

　

沖
縄
県
住
宅
供
給
公
社
管
理
部
施
設
整

　

備
課

※
必
ず
持
参
す
る
こ
と
（
郵
送
に
よ
る
受

　

付
は
致
し
ま
せ
ん
）

　

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
へ
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

沖
縄
県
住
宅
供
給
公
社
管
理
部
施
設
整
備
課

　

☎
（
０
９
８
）
８
５
８
ー
１
４
５
５

※
申
請
書
は
沖
縄
県
住
宅
供
給
公
社
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
に
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

http://w
w

w
.ojkk.or.jp/

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）
の
申
告
は

お
済
み
で
す
か
？

　

会
社
や
個
人
で
事
業
の
た
め
に
所
有
し

て
い
る
償
却
資
産
（
構
築
物
、
機
械
装
置
、

工
具
備
品
等
）
を
毎
年
１
月
１
日
現
在
う

る
ま
市
内
に
所
有
し
て
い
る
方
は
申
告
が

必
要
で
す
。

【
受
付
期
間
】

１
月
４
日
（
火
）
～
１
月
31
日
（
月
）

【
受
付
時
間
】

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

　
（
正
午
～
午
後
１
時
の
間
は
除
く
）

【
受
付
場
所
】
本
庁
２
階 

資
産
税
課

　

申
告
用
紙
に
つ
い
て
は
12
月
中
に
送
付

し
て
い
ま
す
が
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
能
で
す
。

様
式
等
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

う
る
ま
市
役
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→
各
課

の
案
内
→
総
務
部
資
産
税
課
→
償
却
資
産

（
固
定
資
産
税
）
の
申
告
に
つ
い
て

　

尚
、
最
終
日
は
大
変
な
混
雑
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

市
民
課

1
９
７
３
｜
３
２
０
６

企
画
課

1
９
７
３
｜
５
０
０
５

市
民
生
活
課

1
９
７
３
｜
５
４
８
７

建
築
工
事
課

1
９
７
８
｜
３
６
１
９

資
産
税
課

1
９
７
３
｜
５
３
９
４


